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地方独立行政法人新小山市民病院 第３期中期計画、第４期中期計画（案）対比表    

第３期中期計画 第４期中期計画(案) 

前文 

新小山市民病院（以下「本院」という。）の診療や経営の諸指標は、これまで一

貫して右肩上がりで、各種病院機能の地域指定も受け、名実ともに急性期地域

中核病院としての土台が築かれた。第3期中期計画期間中は、Covid-19感染

症パンデミックの影響を考慮する必要があることと、医師の勤務時間が法的規

制に適合するように働き方改革を完成しなければならない。いずれも、前例が

ないことに挑戦しなければならない。 

「病院の経営は、それ自体が目標ではなく、あくまで提供する医療サービスの

結果である」という信念で、これまで取り組んできた。一方で、黒字経営が病院

職員に及ぼすポジティブな効果が医療サービスの質を上げるということにも気

づいた。本院の患者数は現状の規模で限界に達しており、今後は単価の上昇な

くして収益の増加は見込めない。すなわち、本院の理念・役割である地域中核的

急性期診療の質とレベルをともに上げるしか道はない。このことは、本院職員が

医療従事者として抱く目標と一致しており、各自のやりがいがある職場となれ

ば、職員満足が高まり、結果として患者満足も向上し、好回転が生まれる。これ

からは、組織変革のコアとして、Healthy Work Placeを掲げる。これは、職員

が心身ともに健康な状態で仕事と生活の両面で充実し、質の高い医療サービス

を主体的に提供する場を意味する。いかなる外的状況にも対応して変革できる

組織つくりを目指すことによって、「持続可能な地域密着型の急性期中核病院」

としての本院の使命を果たします。 

前文                             

地方独立行政法人化以降、３度の中期計画期間毎に、新小山市民病院は着実

に「地域密着型の急性期中核病院」が有すべき“標準装備”とも言うべき病院機

能を付加してきた。今後の超高齢化多死社会の医療提供体制においては、病院

単位での役割・機能分化が進むであろう。各病院は、「治す医療」と「支える医療」

のどちらか一方を選択することを迫られる。現在、“治す”急性期病棟と一部に

“支える”地域包括ケア病棟を有する本院は、300 床全体を急性期に特化する

方向以外に将来の選択肢はなさそうである。そして、「支える医療」に対しては、

地域の他医療機関と緊密に連携することによって、地域中核病院としての役割

を果たすことになる。すなわち、これからは、「地域として医療が成り立つ」こと

によって、「個々の病院が成り立つ」という考えに立つべきである。 

第４期中期計画においては、小山市及び周辺地域における本院の役割を「地

域連携型の急性期中核病院」と位置付け、以下を目標とする。 

① 未だ本院に備わっておらず、かつ対応可能な各種の急性期診療機能を 

拡充する。 

② 医療機関との連携を深め、地域医療機関とより密接な共同体関係を築く。 

これらを実現するためには、ヒト、モノ、カネ、ジョウホウの全てが必要となる。

これまで本院が醸成してきたソーシャルキャピタル（人と人との関係性・つなが

り）、ヘルシーワークプレイス活動、働き方改革をさらに推進することにより、職

員の意欲と満足度を高め、資質の高い職員を確保していく。これまで本院が地

域医療機関と築いた連携関係をさらに深め、お互いがwin-winとなるように、

胸襟を開き本音で語り合う。必要な施設設備を拡充するために、健全経営を継

続するとともに、これまで本院が蓄積してきた内部留保（現金預金）を活用して

いく。そして新たな資金源（地方債）を得て戦略的に投資していくことも視野に

入れる。 

新小山市民病院の今までの過程で、「病院は人で成り立つ」ことと「病院は連

携で成り立つ」ことを我々は学んだ。独法化後１１年連続の黒字という経営改善

の成果は、そうして「病院が成り立った」結果である。対話と共創のオンリーワン
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ホスピタルを追求してきた我々の行く先には、新たな地平が見えてきた。それ

は、“新・新小山市民病院”への旅立ちでもある。   

中期目標の期間 

 令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間とする。 

第１ 中期計画の期間                       

 令和７年４月１日から令和１１年３月３１日までの４年間とする。 

救急医療の取り組み 

人的物的両面の状況を常に鑑み、持続可能な救急受入体制整備を行う。地域

医療機関、小山市消防本部を始め近隣消防本部、その他関係機関との連携を更

に深め、２４時間３６５日断らない救急医療の維持を継続する。 

指 標 
令和元年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

救急外来患者数 ８，７５０人 ８，９４７人 ９，０００人 

うち救急車搬送患者数 ４，３５０人 ４，２１０人 ４，２００人 

うち救急入院患者数 ３，０５０人 ３，２０９人 ３，２００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

１ 公立病院としての役割の発揮と責務の遂行 

（１） 救急医療への対応 

高齢者救急を中心とした需要増に対し、医師の働き方改革等の人的資源の 

制約の中で、他の医療機関との役割分担を行い、地域需要に対応していく。  

   ⇒ 人的資源の制約の中でも、内科、外科、循環器、脳疾患、小児の全領域に

おいて、２４時間３６５日の救急受入体制を堅持する。 

   ⇒ 救急車利用者への時間外選定療養費の啓発と浸透を通じて、安易な軽

症受診の抑制を図る。 

   ⇒ 地域救急医療体制の要として、地域の救急医療機関との間で顔の見え 

るネットワークを主宰し、相互理解に基づいた効果的・効率的な役割分担

を図る。 

   ⇒ 円滑な下り転院搬送スキームを構築することで、迫る高齢者救急の需

要増に対応していく。 

   ⇒ 救急ワークステーション構想を具現化させ、小山市消防本部との連携強

化を通じて、救急体制の充実を図る。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

救急患者入院率 40.0% 38.2％ 

 

活動指標 

救急外来受診者数（人） 

救急車受入数（人） 

救急入院件数（人） 

救急車受入要請に対する不応需率（％） 
 

災害時における医療協力               

 地域災害拠点病院として、常に病院事業継続計画（ＢＣＰ）拡充と実施訓練、災

（２） 災害時における機能の強化 

地域災害拠点病院として、平時から災害医療に対応可能な体制の整備に努め
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害医療チーム（ＤＭＡＴ）の円滑な活動体制構築の強化を計画的に進めて行く。

行政（消防）との連携も含め。感染症も含めた災害医療への貢献に繋がる行動

を、積み重ね、災害対応での本院の存在意義をさらに高める。 

 

 

る。 

⇒ 被災時は瞬時に災害体制に切り替え、すみやかに業務継続計画に則った

運用を遂行できるよう、定期的な訓練と、適宜な啓発を繰り返していく。 

⇒ 小山市からの協力要請に応えるために、自院の災害時運用と小山市地

域防災計画との整合を踏まえて、小山市・医師会・消防等の地域関係団体

との間での協力関係を構築する。 

⇒ 被災時に地域連携病院と円滑な連携及び支援を行えるよう、地域での

災害時相互支援体制を構築する。 

⇒ 訓練・研修の参加を通じて、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の質的向 

上を図ることで、被災地支援能力と自院被災時支援能力の強化を行う。 

⇒ 災害派遣医療チーム（DMAT）の核となる医師の増員を行うことで、持

続可能な体制を構築する。  

⇒ 平時から物資の備蓄に努める。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

災害訓練・研修参加回
数 

  １２回 ８回 

 

活動指標 

院内訓練実施回数（回） 

DMAT・災害支援ナース登録者数（人） 

地域医療機関・各団体との協議回数（回） 

   

感染症医療の対策              

コロナを含めた新興・再興感染症に対し、感染対策向上加算１の医療機関の使

命を果たし、所轄保健所・医師会・市役所・近隣医療機関と連携・調整を図り、地

域全体が一丸となって感染拡大防止に努める。 

また、院内感染防止に最大限尽力し、医療崩壊を防ぎ、地域中核病院としての

医療機能維持の使命を全うできるよう全職員で対応する。 

新型コロナウイルス感染症へ対応した経験を活かし､新たな感染症発生時､自

然災害との複合災害も念頭に入れ､地域医療の崩壊を防ぐため､関係機関と連

携･協力しながら､医療提供体制を維持すること｡ 

（３） 新興感染症への対応 

感染症法に基づく協定指定医療機関としての責務を全うし、新興感染症に対

応する医療提供体制を確保する。 

⇒ 新興感染症に対する情報収集や方針決定が迅速に実施できる院内体制

を整備する。 

⇒ 感染症患者の受入体制（動線分離、隔離）を整備する。 

⇒ 感染症に応じた院内感染対策（検温・問診などの水際対策）を徹底する。 

⇒ 行政、他の医療機関と役割分担・連携強化を図り、医療提供体制を維持

する。 
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    ⇒ 衛生資器材の確保と計画的な備蓄を図る。 

    ⇒ 職員及び院内業務従事者への感染教育を徹底する。 

    ⇒ 感染拡大の長期化に対応した業務継続計画（BCP）の策定及び随時改

訂を実施する。 

活動指標 

感染症対応に必要な個人防護具等の資材の備蓄 
 

予防医療の充実 

人間ドック・健診機能評価施設として質の高い検査技術、検査精度、施設環境

と顧客満足度向上のサービスを担保しながら新たな検査（心臓 MRI 検査）、保

健指導システムの整備を図りより利便性の高いものとする。その一環として、市

民がオプション項目として利用し易く、十分有効な検査である「脳ＭＲＩ」を、「脳

ドック」に代えて、指標項目に設定し、推奨する。生活習慣病、がん、脳心血管病

に対する早期発見、早期治療の推進とともに疾病の重症化予防のための保健指

導の取り組みを継続し指導の成果と実績をあげる。国の保健事業政策に準じた

方向性を一とし、後期高齢者の多面的フレイル（フィジカル・メンタル・コグニティ

ブ）予防に関したドックの構築を図る。また、小山市や医療関係機関と連携し、高

血圧重症化予防事業や予防医療に関する普及・啓発活動を推進する。 
 

指 標 
令和元年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

人間ドック １，７８０件 １，７８３件 １，９００件 

脳ＭＲＩ ― １３８件 ２００件 

心臓ドック ２０件 １２件 １０件 

レディースドック ６０件  ４０件 ４０件 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 予防医療の充実 

質の高い検査技術･検査精度を保ち、受診者満足度の向上に努め、予防医療

に関する普及啓発を推進する。 

⇒ 人間ドック・予防医療学会機能評価認定施設として高精度の検査、読影

判定結果から地域医療機関と連携を図り、地域住民のライフコースアプロ

ーチを踏まえた健康づくりに寄与する。 

⇒ 超高齢化社会に向けて健康寿命の延伸、介護予防に寄与すべく、フレイ

ルの啓発、フレイルドックの推進を図る。 

⇒ 第４期特定保健指導においてアウトカム・プロセス指標に重点を置いた

実効性をもつ指導を実施する。 

⇒ ICＴを利活用し、PHR の利用拡大、検査結果から二次受診率の向上、

かかりつけ医・地域医療機関の連携との医療情報共有により、がんの早期

発見・メタボリックシンドローム、生活習慣病の重症化予防に寄与する。 

⇒ 受診者の多様性を受け入れ、性差、年齢、ライフコースを踏まえた人間ド

ック施設として予防医療を提供する。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

人間ドック受診者数 1,950人 1,923人 

フレイルドック受診者数 12人 3人 

特定保健指導実施率 99％ 98％ 

PHR登録率 90％ 導入前 

検査結果報告書発送期

日 
２１日以内 ３０日以内 

二次受診率 88％ 87％ 
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活動指標 

各種ドック受診者数（人） 

特定保健指導終了実施率（％） 

PHRでの検査結果報告率（％） 

二次受診率（％） 

第４期特定保健指導目標達成率（％） 

検査結果報告期間（日） 

総ドック受診者の顧客単価（円） 

外部講演会・学会発表・市民公開講座開催数（回） 
 

地域の保健・福祉関係機関との連携の継続 

中核病院として地域の医療対応を担う本院と、様々な要因から社会福祉的な

関与を要する住民への対応を担う各関係機関との連携を密にする体制づくりへ

の継続的な取り組みを行政と共に行う。 

 

地域医療機関との連携推進                    

 地域密着型の急性期医療機関として、地域との信頼関係を推進・継続してい

く。かかりつけ医からの積極的な受入れを行なうとともに、その後の治療経過な

どの情報提供や逆紹介、ＷＥＢも併用した症例検討会やセミナー、とちまるネッ

トを推進するなど、安心して紹介できる病院を目指す。 

指 標 
令和元年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

紹介率 ７６．０％ ７９．９％ ８０．０％以上 

逆紹介率 ７５．０％ ７７．７％ ８０．０％以上 

地域包括ケアシステムの推進                   

急性期医療機関として地域包括ケアシステムの一翼を担うため、適切な在宅

復帰にむけた退院前訪問や退院後訪問の実施、また良好な退院支援の実施にむ

け小山市近郊地域医療連携協議会との連携強化等、地域の医療機関及び介護・

福祉施設等との情報共有を推進していく。 

（５） 地域の中核医療機関､地域医療支援病院としての役割の発揮                    

win-winとなる持続可能な地域連携体制の構築を進める。 

⇒ 地域完結型医療連携の会などの症例検討会を行い当院への信頼と 

紹介を促進する。 

⇒ 小山市近郊地域医療連携協議会（通称１５病院協議会）を主宰し近隣病

院との病病連携の促進に努める。 

⇒ １５病院協議会の病院間と個別に会議を開催し、互いの役割分担を共有

理解し、持続可能な連携体制を図るために人材交流を進めるなど、より緊

密な連携の構築を図る。 

⇒ 地域医療機関への定期的な訪問活動を行い、連携を強化する。 

⇒ 連携医療機関へ eメールなどによる様々な最新情報を発信する。 

⇒ 後方病院へ退院支援システムなどを用いて転院の促進を図る。 

⇒ 脳卒中患者を一週間以内に転院するなどの後方連携の促進を図る。 

⇒ 退院支援では関係する市町の介護・福祉担当課と緊密な連携を行い適

切な退院調整を図る。 

⇒ 地域のケアマネジャー（地域包括支援センター）との連携を図り適切な

在宅復帰に努める。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

紹介率 ９０．０％ ８６．６％ 

逆紹介率 85．０％ ８３．２％ 
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活動指標 

地域医療従事者等への研修（症例検討会）回数 

小山市近郊地域医療連携協議会開催数（部会含） 

個別連携会議開催数（事務折衝含） 

医療機関訪問件数 

情報発信回数 

在宅復帰率（％） 

入院患者への面談件数 

転院支援件数（転院件数） 

脳卒中患者の転院平均日数 
 

診療機能の整備 

地域住民の医療需要を把握し適切に対応するために、外部からの様々な声

と、本院が保有する各種診療データの両面から検証を重ね、高度専門医療の提

供と総診医の確保も含めた中核病院としての機能整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域のニーズに応じた質の高い医療の提供 

（１） 診療機能の整備 

総合診療体制の強化を行う。 

⇒ 各診療科が専門性を発揮し、相互に連携を図り、多様な病態に対応でき

る治療体制を整備する。 

⇒ 各種検査、薬剤指導、栄養指導など診療支援体制の充実を図る。 

地域のニーズに応じた医療を提供する。 

⇒ 手術体制の増強を図る。（手術室増設、ロボット手術導入、外来手術拡

大） 

⇒ 歯科口腔外科を新設する。（外来診療、入院手術、口腔ケア管理） 

        ⇒ 別館建設事業を実施（令和８年度竣工） 

⇒ 病床転換（全３００床急性期）、総合入院体制加算３の取得を目指 

す。 

チーム医療の推進を行う。 

⇒ 部門を越えた多職種によるチーム医療を推進する。 

⇒ クリニカルパスを活用し、効率的な医療の提供を目指す。 

⇒ 医科・歯科の連携を推進し、治療実績の向上を図る。 
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目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

手術件数 ４，０００件 ３，２８２件 

クリニカルパス使用率
（％） 

60.0% 52.0% 

 

活動指標 

全身麻酔実施件数 

日帰り手術件数 

手術支援ロボット稼働件数（稼働後） 

HCU 稼働率（％） 

MRI件数 

CT件数 

糖尿病教育入院患者数（人） 

薬剤管理指導実施率（％） 

栄養食事指導件数 

リハビリテーション実施単位数 

口腔ケア実施件数 

栄養サポートチーム（NST）実施件数 

褥瘡発生率（％） 

院内感染制御チーム（ICT）ラウンド実施回数（回） 

認知症チーム介入件数 

ストーマ外来件数 

臨床的課題への検討件数 
 

４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）への対応  

地域の中核病院として近隣医療機関との連携と、救急応需及び高度医療提供

を通じ、４疾病患者への診療対応に貢献する。 

ア がん 

  地域住民からのがん診療における本院に対するニーズを把握しつつ 

地域の医療機関と連携し、がんの専門治療（手術や化学療法、緩和ケアな 

ど）を行う。放射線治療に伴うハード整備の検討を継続する。 

 

  イ 脳卒中 

（２）急性期医療への対応 

急性期診療の質的・量的なレベルアップを行う。 

ア がん 

がん治療体制の充実を図る。 

⇒ 他部門との連携強化によるがん治療患者の増加 

⇒ 医師の増員（外科医・麻酔科医・化学療法医） 

⇒ 手術室の増設 

⇒ 看護師の増員 
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  小山市のみならず近隣市町からの積極的な救急応需と、脳卒中ケアユ 

ニット（ＳＣＵ）を有する脳卒中センターの効率的な稼働及び充実した診 

療体制の維持に努め、地域の診療ニーズに応えて行く。 

 

ウ 急性心筋梗塞 

循環器医師の増員と心臓外科との連携強化に努め、循環器センターの 

整備を継続し、従来以上の循環器疾患応需体制構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低侵襲外科治療を推進する。 

⇒ 手術支援ロボットの導入及び鏡視下手術数の増加 

⇒ 手術支援ロボットによる適応症例の確保のため、泌尿器領域を始めと

した消化器領域以外のがん手術症例の掘り起こしの強化 

放射線治療施設化に向けた準備を行う。 

⇒ 第５期中期計画において完工すべく、専門医師の確保と並行して設備

計画の着手を行う。 

薬物療法の質的向上を図る。  

⇒ 専門スタッフの拡充及び多職種チーム医療の充実 

緩和ケアの充実を図る。 

⇒ 多職種チーム医療の充実及び緩和ケア病棟を持つ医療機関との連携強    

 化 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

がん登録件数 １，０００件 841件 

 

活動指標 

悪性腫瘍手術件数（外科） 

化学療法件数 

緩和ケアチーム介入件数 

医師数（麻酔医除く） 

・ 

イ 脳疾患  

（内科領域） 

急性期から超急性期への成長及び診療機能の充実を図る。 

⇒ t-pa（血栓溶解療法）及び IVR（血管内治療）の対象患者増加、脳血管

内治療医の増員 

⇒ 物忘れ外来から認知症疾患医療センターへの格上げ 

⇒ パーキンソン病に対するデバイス治療の LCIG（レボドバ・カルビドバ配

合剤持続経腸療法）や持続皮下注療法などの先進的治療の導入 
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従来よりも短期間に回復期リハビリ病院へ転院することを目指す。 

⇒ 回復期リハビリ病院への更なる協力依頼により、転院までの期間を短

縮する。 

回復期リハビリ病院以外の post-acute に対しての後方連携の新規開拓を

行う。 

⇒ 転院調整期間の短縮 

（外科領域） 

持続可能な診療機能を維持する。 

⇒ 休日オンコール体制及び夜間救急応需をマンパワーに合わせ柔軟に対

処する。 

⇒ 脳手術件数の増加 

専攻医の教育機能を充実させる。 

⇒ 自治医大の重点連携施設としての責務を果たす。 

脳手術の量的・質的拡充を行う。 

⇒ 顕微鏡手術から外視鏡手術への転換を図る。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

IVR（脳血管内治療）件

数 
４０件 20件 

開頭手術件数 ６０件 40件 

 

活動指標 

転院までの期間の更なる短縮（転院平均日数） 

医師の確保（増員）（医師数） 

入院診療単価（増加） 

開頭クリッピング術（未破裂脳動脈瘤も含む）の増加（件数） 

働き方改革の実行 

・ 

ウ 循環器疾患  

救急体制の更なる充実を図る。 
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⇒ ２４時間３６５日緊急搬送受入体制の維持 

   ⇒ 救急搬送された急性心筋梗塞患者への door to balloon 

time９０分以内の推進 

カテーテルアブレーションの更なる充実を図る。 

低侵襲治療を推進する。 

⇒ 循環器内科と心臓血管外科のチーム医療体制による経皮的大動脈弁留 

置術（TAVI）の導入及び施設整備（ハイブリッド手術室） 

   ⇒ Waｔchman手術（経皮的左心耳閉鎖術）の認定施設の取得及び導入 

集中治療体制を強化する。 

⇒ 循環器内科と心臓血管外科による循環器センターの整備及び HCUの 

CCU化 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

９０分以内の急性心筋

梗塞への再灌流件数 
１００件 99件 

冠動脈インターベンショ

ン（PCI）件数 
４００件 311件 

アブレーション件数 ２００件 80件 

 

活動指標 

デバイス治療件数 

末梢血管インターベンション（PTA）件数 

循環器内科医師数 （うちアブレーション治療医師数） 

心臓血管外科医師数 （うち胸部ステントグラフト内挿術実施医） 

・ 

エ 消化器疾患  

消化器疾患にかかる救急医療体制の維持・向上を図る。 

⇒ 看護師を含むマンパワーの確保 

新たな診断技術･治療技術への取組みを行う。 

⇒ EUS‐FNA（超音波内視鏡下穿刺吸引法）の導入 
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⇒ 胃粘膜下腫瘍における腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の導入 

消化管がんの早期発見・治療を行う。 

大腸内視鏡検査枠の拡充を行う。 

⇒ マンパワーの確保による検査枠の増加 

消化器内科医の負担軽減を図る。 

⇒ 医師の増員 

 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

内視鏡的粘膜下層剝離

術（ESD）件数 
６５件 ５６件 

 

活動指標 

上部内視鏡検査件数 

下部内視鏡検査件数 

胆管膵管造影検査件数（ERCP） 

・ 

オ 整形外科疾患  

外傷等の救急医療体制を維持する。 

整形外科診療の充実を図る。 

⇒ 脊椎・人工関節手術等の変性疾患への比重増加 

⇒ 医師の増員 

⇒ 手術総件数の増加 

地域の高度先端病院としての機能を維持する。 

⇒ 手術支援ロボットの活用 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

整形外科手術件数 １,０００件 ６７０件 

 

活動指標 
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整形外科入院延患者数（人） 

整形外科外来延患者数（人） 

整形外科救急患者受入患者数（人） 

脊椎手術件数 

人工関節手術件数 

・ 

小児医療の充実 

従来より進めてきた小児医療体制の構築について、地域からのニーズを

しっかり汲み取り、更に適した応需体制を検証しつつ、その充実を図る。 

小児二次救急医療機関として、三次救急病院と一次医療機関との連携推

進に努め、地域的な小児救急の安定的運営とレベルアップに寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 小児医療の充実 

栃木県保健医療計画（第８期計画）に準じ、２次医療機関として地域のニー 

ズに応じた総合的な小児医療を提供する。 

⇒ 小児救急医療の維持  

        ⇒ 24 時間 365 日の受入体制の維持 

⇒ 小児在宅医療支援  

       ⇒ 医療的ケア児への支援 

⇒ 呼吸器疾患や免疫性疾患の診療体制の充実 

⇒ チーム医療の推進 

       ⇒ 多職種（医師、看護師、心理士、理学療法士など） 

⇒ 各行政機関との連携の推進 

⇒ 虐待対策等 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

小児科救急搬送受入件
数 

700件 763件 

 

活動指標 

小児入院延患者数（人） 

小児外来延患者数（人） 

小児科救急患者受入件数 

食物アレルギー負荷試験実施件数 

小児検査患者受入件数 

小児レスパイト患者受入件数 
 

周産期医療の対策 （４） 周産期医療の対策 
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二次周産期医療の在り方について、行政や地域住民からの意見をしっか

り受け止めつつ、検証して行く。産科医師の確保、診療体制の充実等に対し

ては、行政サイドとも連携し、従来通り病院全体での実現努力を進めて行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のニーズに応えるため、各行政機関（栃木県、小山市）、小山地区医師会、

医師の派遣元である大学病院と連携を図り、産科常勤医を獲得し、分娩を伴う

産科の再開を目指す。 

⇒ 常勤産婦人科医、助産師等スタッフの確保 

⇒ 産婦人科診療の段階的な拡大 

        ⇒ ①婦人科疾患の入院手術  

⇒ ②正常分娩を目指す。 

⇒ 産後ケア事業の維持 

活動指標 

常勤産婦人科医数 

常勤助産師数 

婦人科疾患手術数（再開後） 

分娩件数（再開後） 

産後ケア実施件数 
 

医療人材の確保と育成                   

  ア 医師をはじめとした医療従事者については、自治医科大学地域臨床 

教育センターをはじめとして、関係する大学、養成学校等、関係機関と 

の連携を強化することにより、その確保に努める。 

  イ 院内教育委員会による病院全職員を対象とした研修を実施するとと 

もに、職種ごとに研修等の実施・参加に努め、専門医、研修指導医、認 

定看護師、特定看護師等の資格取得に励む。また、それらに対する支援 

制度を充実させ、職員が積極的に資格取得に取り組める環境づくりを 

進める。 

ウ 臨床研修プログラムの充実を図り、研修医の積極的な受け入れに努 

める。 

 

 

 

 

(５) 高度･専門医療を提供する人材の確保と育成 

急性期診療の質的・量的なレベルアップに対応できる人材、第４期中期計画を

達成でき得る人材を、それぞれ育成する。 

⇒ 既存の考えに囚われずに共創できる人材を育成するため、定期的な人

材採用の他、豊富な知識や経験を持つ人材を積極的に採用する。 

⇒ 医師をはじめとした医療従事者にとって魅力的な病院となるよう、必要

な医療機器の導入など診療環境の整備を行う。 

⇒ 臨床研修プログラムの充実を図り、研修医の積極的な受け入れに努め

る。 

⇒ 幅広い診療科目を有する急性期地域中核病院として、自治医科大学や

地域医療機関との連携を強化することにより、学べる環境と経験する場

を提供する。 

⇒ 職員一人ひとりの成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上を目途と 

し全職員を対象とした階層別研修を実施する。 

⇒ 専門職として自立した医療職を育成するために学会・研修等の参加や、
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専門資格の取得に対するキャリアアップ支援制度を充実させる。 

⇒ 医療に携わることを志す実習生を幅広く積極的に受入れ、人材育成に

寄与する。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

離職率（％） ９.0% 10.9％ 

初期臨床研修医数（人） 8人 5人 

 

 

活動指標 

医師数（人） 

看護師数（人） 

看護補助者数（人） 

医療技術職員数（人） 

事務職員数（人） 

臨床研修指導医資格取得者数（人） 

初期臨床研修医募集定員充足率（％） 

専門看護師数（人） 

認定看護師数（人） 

特定看護師数（人） 

認定看護管理者教育課程取得者数（人） 

診療情報管理士数（人） 

医師事務作業補助者数（人） 

実習生受入件数 
 

医療安全対策の充実・強化 

医療安全対策の組織風土を醸成させることで医療事故の減少を図る。職 

員全体で医療安全に取り組み、患者が安心して安全な医療を受けられる環

境の提供に努める。 

 

感染症医療の対策                       

院内感染対策チームを中心に情報の 1元化を図り、職員間の情報共有や 

３ 安全で信頼される医療の提供 

（１） 医療安全管理及び感染対策の徹底 

（医療安全管理） 

医療事故を防止するため、医療安全対策を徹底するとともに、透明性の確保

に努め、安全で質の高い医療を継続して提供する。 

⇒ インシデント報告の推奨を行い、報告する文化の浸透・定着を目指し、部
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初動体制を強化し感染拡大防止に努め、医療崩壊を阻止する。 

所轄保健所・医師会・近隣医療機関・市役所等との連携は、必要不可欠で

あり密接な関係構築を推進する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署の偏りを是正する。 

⇒ インシデント報告内容の分析を行い、再発防止のための対策立案、実

践・評価・改善に取り組む。 

⇒ 各部署に配置されるリスクマネージャーの育成に努め、各々の部署で医 

療安全活動を展開することで環境改善を図り、医療安全文化を醸成する。 

⇒ 医療安全に関わる加算の継続及び質の向上を図る。 

⇒ 医療安全管理室の人的強化を行う。 

（院内感染管理） 

平時から院内感染防止に関する職員教育を徹底し、新たな感染症に対応可能

な体制を構築する。 

⇒ 院内感染対策チームを中心に情報の一元化を図り、職員間の情報共有

や初動体制を強化し感染拡大防止に努め、医療崩壊を阻止する。 

⇒ 所轄保健所・医師会・近隣医療機関・市役所等と連携し、地域中核医療

機関として感染症対策のリーダーシップを発揮する。 

⇒ 院内感染対策室の人的強化を行う。 

活動指標 

インシデント報告数 

ヒヤリハット報告割合 

患者相談件数 

医療安全研修回数/参加率（％） 

医療安全活動指導員数（人） 

感染症対策研修会回数/参加率（％） 

連携強化加算医療機関数 

外来感染対策向上加算に係るカンファレンス参加医療機関数 
 

患者中心の医療 

安心して入院医療が受けられるように、入院前から栄養や薬剤などの管理を

多職種で行い、入院中から退院調整を多職種で開始することで患者・家族の希

望をかなえます。入院される患者に限らずアドバンスケアプランの作成も丁寧な

話し合いをすることで普及させ、必要に応じて院内倫理委員会で検討を重ねま

（２） 患者とともに進める医療の推進とサービスの向上 

患者の望む医療やケアの提供を行うため、職員の接遇の向上に努める。また、

アドバンスケアプランニング（ACP）等も活用し、多職種の医療スタッフが連携す

る「チーム医療」体制の維持に努め、さらにデジタルトランスフォーメーション（医

療DX）に対応し、患者の利便性に繋がる院内環境の整備を行う。 
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す。       

 

快適な医療環境の充実 

患者が診察・検査等の待ち時間に使える Wi-Fi 環境の提供を開始し、診察順

番の呼び出しアプリケーションの導入など、密にならずにすむ待合室となるよう

検討します。 

コロナ禍においては玄関での検温・手指消毒を徹底することで感染の不安を

軽減し、また入院中にご家族との面会も制限されることから通信手段を活用す

ることで電子機器等を用いた面会方法を充実させて不安解消や寂しい気持ち

になることが無い様に努め、コロナ終息後もデジタル化による利便性向上を図

ります。 

 

患者・来院者及び地域住民の満足度の向上 

医療提供に関する設備面の充実を進めることと同時に、職員全員が患者に

寄り添うことを第一に考えたサービスの実践に努める。そのための方策として、

従来の患者満足度の把握による応対の検証をこの中期計画期間は続けるが、将

来的には『ペイシェントエクスペリエンス（患者経験価値）』による医療サービスレ

ベルの検証を取り入れ、サービス向上を目指す。その準備も進めて行く。 

 

指 標 令和元年度  

目標値 

令和元年度   

実績値 

令和６年度   

目標値 

患者満足度 

調査 

「満足」と「ほぼ

満足」を足した

割合が９０％以

上 

「満足」と「ほぼ満

足」を足した割合

が９０．６％ 

「満足」の割合が

５５．０％以上 

 

 

 

 

 

 

（患者中心の医療） 

・複合的で多様化する医療相談・支援に対応する。 

・メディエーター・重症患者対応メディエーターの介入を行い患者・家族との対 

話の促進・サポートを充実させる。 

・ACP普及に積極的に取り組む。 

（快適な医療環境の充実） 

・国が主導する医療DXに対応し、医療サービスの効率化と質の向上を図る。 

⇒ オンライン資格確認の定着、電子処方箋の導入 

・医療DXの実現に向けた取り組みの推進 

⇒ 全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化、診療

報酬改定DX等への対応促進 

・外来待ち時間短縮へ取り組みを進める。 

⇒ 予約システムの見直し、外来患者数適正化、待ち時間を快適過に過ごせ

る環境を整備 

 （患者満足度向上） 

・職員全員が患者に寄り添うことを第一に考えたサービスの実践に努める。 

・入院、外来患者満足度調査の IT化を進める。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

相談窓口での医療相談

件数 
1,800件 1,655件 

入退院支援件数 3,800件 3,638件 

 

活動指標 

患者満足度調査集計結果のホームページでの公表 

患者サービス向上委員会だよりの発行回数 

接遇研修会の実施回数 
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重症患者対応メディエーター件数 
 

組織マネジメントの強化                     

経営面からは、各種医療データの取得を通じて診療内容等を把握し、戦略

構築に活かす。そのために、BSC（バランス・スコアカード）により病院運営

方針を職員に浸透させ、目標と実績管理の PDCA サイクルを有効に活用出

来る組織マネジメントを可能とする体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項  

１ 自律性･機動性･透明性の高い組織運営 

（１） 組織マネジメントの強化 

病院運営方針を明確にし、PDCA サイクルを有効に活用することにより、目

標達成に向けた変革を志向する組織風土の醸成を継続していく。 

⇒ ICT を活用し DPC データや収支状況などの経営情報をわかりやす

くタイムリーに提供し、戦略構築に活かすとともに、職員全体の経営参加

を促進する。 

    ⇒ BSC（バランス・スコアカード）により病院運営方針を職員に浸透させ、

目標管理制度による PDCAサイクルを有効に活用し、年度計画の着実な

達成を図る。 

    ⇒ コミュニケーションスキル「コーチング」を着実に継続し、人的スキル向

上を図ることで病院全体の組織マネジメントを強化する。 

    ⇒ IT を活用した定型業務やシステム間のデータ連携の自動化とともに、

AI 技術を組み合わせた非定型業務の自動化やデータ分析を進め、業務

効率化を図る。 

活動指標 

コーチングプロジェクト参加職員数 
 

信頼性の確保  

『病院機能評価機構』を始めとした第三者機関からの適正な評価を受けつつ、

その評価向上を目指すプロセスを通じて、医療提供能力の実質的な向上を図

る。 

 

法令等の遵守 

コンプライアンス等の各種研修を院内で実施し、各職員の積極的な参加と、医

療法等の関係法令に対する知識の習得を促す。職員一人一人が法令を遵守しつ

つ、病院での業務を適正に遂行し、結果として本院の社会的信用向上に繋がる

（２）コンプライアンスの徹底 

関係法令を遵守し、行動規範と職員倫理の意識高揚に努める。また、個人情

報の保護や情報セキュリティ対策を適切に実施するとともに、情報公開や内部

通報制度を適切に運用し、組織全体の透明性を確保する。 

⇒ 内部監査制度を確立し、内部統制・監査室による業務監査を行い、法

令・規程への規範意識および職員倫理意識を醸成する。 

⇒ 内部通報制度を適切に運用し、法人の自浄作用能力を高める。 

⇒ 内部統制システムの確立及び強化のために定められる「内部統制に関

する基本方針規程」の全項目を達成する。 
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組織を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 個人情報保護に関する啓発活動や体制整備を通して職員の規範意識を

高めることで、個人情報の漏洩数を減少させる。 

⇒ 情報公開を推進していく。 

⇒ 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第６版に準じて既存

の安全管理体制を見直すとともに、職員の ITセキュリティリテラシーの向

上を目的に研修会を実施する。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

個人情報関連インシデ

ント件数 
１８件以下 ３７件 

 

 

活動指標 

内部監査実施回数 

内部通報受理件数 

コンプライアンス研修参加者数 

情報公開件数 
 

人事に関する制度の充実  

ア 現行の職員数を維持しながら、各部門において適正な職員数等につ 

いて検証していく。 

イ 毎年実施している人事評価制度について、評価内容、実施方法等の検 

討を行いながら、適正に運用することにより、職員のモチベーションを高 

めていく。 

 

職員の就労環境の整備  

ア 定期的な職員満足度調査などの実施により、職員の要望等を把握、 

適切な措置を講じる。 

イ 法定の健康診断をはじめとして、歯科検診、ストレスチェック、その他 

のものを適宜実施する。 

ウ 院内保育所の利用促進、相談窓口のさらなる充実、福利厚生事業の 

２ 働きやすく、やりがいのある病院づくり 

（１）職員のモチベーションアップへの取組の充実 

やりがいをもって取り組める職場環境を確保し、職員の能力が十分に発揮で

き、職員の満足度を高める組織づくり・制度づくりに取り組むこ。また職員の健

康維持・増進を図り、福利厚生制度を充実させ、安心して働けるための環境整備

を図る。 

⇒ 人事評価について、評価基準、実施方法等の検討を行うとともに、評価

者のスキルを向上させ、公平な人事評価を実現する。 

⇒ 社会情勢の変化に対応するため給与制度の見直しを適宜行う。 

⇒ 定期的な職員満足度調査や院内ラウンドの実施により、職員の要望等

を把握し、適切な措置を講じる。 

⇒ 健康で安心して働ける職場を維持するため、人間ドック受診、禁煙外来

への助成等を実施し職員の健康維持・増進を図る。 
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拡大などにより、働きやすい職場の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 院内保育園の利用促進、メンタルヘルスサポート、福利厚生事業の充実

などにより、満足度の高い職場への環境整備を図る。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

職員満足度（満足と答

えた割合） 
７０．０％ ６１．６％ 

 

活動指標 

仕事にやりがいや誇りを感じると答えた割合（％） 

システミックコーチング（院内コーチ・SH）人数（人） 

健康診断・人間ドック受診率（％） 

喫煙率（％） 

共済会イベントの参加人数充足率（％） 
 

働き方改革への対応                       

 ア 出退勤システムの導入等によりさらなる正確な勤務時間を把握する。 

 イ 安全衛生委員会によるタスク・シフティングの計画・検証の実施、また、職場

点検をはじめとした職場環境を整備する。 

 ウ 人間ドックなどの受診促進のための支援事業の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)働き方改革への対応 

職員の意識改革を行いながら、DX を促進し、業務を明確化させ、より効率的

な総合的な管理を行うとともに、職員の離職率を下げる職場環境の整備に努め

る。 

⇒ 出退勤システムにより労働時間の適正管理を行う。 

⇒ 変形労働時間制やフレックス制度を活用し、多様な働き方に柔軟に対応

できる勤務制度を構築する。 

⇒ 様々な子育て支援制度や休暇制度、院内保育園や病児保育等の整備に

より、ライフイベントや家族を支える職員への支援の仕組みを構築する。 

⇒ 医師・看護師の負担軽減のためタスク・シフティングの計画・検証の実施

を行う。 

⇒ RPA 導入により定型業務の時間を削減し、より専門性の高い業務に集

中できる時間を増やし、モチベーションアップに繋げる。 

活動指標 

院内保育園利用者数（人） 

育児休業取得割合（％） 
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育児短時間勤務者数（人） 

育児部分休業利用勤務者（人） 

長時間勤務実績 

医師職（時間/月/人） 

看護職（時間/月/人） 

医療技術職（時間/月/人） 

事務職（時間/月/人） 

年次有給休暇取得率（％） 

特定行為研修修了者数（人） 

医師事務作業補助者数（人） 

長時間勤務者の面接指導相談件数（医師・その他（人）） 

業務効率化を目的に RPAの導入開発を進めていく（導入件数） 
 

経営基盤の維持と経営機能の安定化               

  法人に求められる急性期医療や救急医療、地域医療などの政策医療を安定

的かつ継続的に提供しながら、医療制度改革などの病院経営に影響する環境の

変化に迅速に対応し、収益の確保及び費用の節減に努め、中期目標期間中にお

ける経常収支の黒字を維持する。 

 

指標 

令和元年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

中期目標期間

中の累計の目

標値 

経常収支比率 １０２．６％ １０５．４％ １０１．０％ 

医業収支比率 ９５．７％ ９９．６％ ９８．０％ 

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項  

１ 経営基盤の維持と経営機能の安定化  

別館事業の早期実現により、一層の経営機能の強化を図ることで令和１０事

業年度における収支均衡を達成する。 

⇒ 医療動向や外的環境の変化を的確に把握し、地方独立法人の特性を十

分に生かした機動的で柔軟な意思決定により迅速な対応を実践する。 

⇒ 物価上昇に加え別館建設に伴う伴う初期投資負担による経営コストの

さらなる増加が見込まれる環境下、計画期間中の資金収支黒字確保によ

る財務基盤の維持に努める。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

経常収支比率 １００．０％ １００．９％ 

 

活動指標 

自己資本比率（％） 

流動比率（％） 
 

収益の確保                           ２ 収益の確保と費用の適正化 
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救急患者の確実な受け入れ、地域医療機関との連携強化により、着実な集患

対策に努める。また、診療体制及び設備の充実等による医療の高度化に取り組

むとともに、施設基準の新規取得や DPC 制度を核とした診療報酬制度の分析

により、診療単価の向上に努める。 

 

指標 令和元年度 

目標値 

令和元年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

入院患者数 １０３，０００人 １０６，３００人 １０１，８３５人 

入院診療単価 ５７，５００円 ５９，１２８円 ６４，５００円 

病床稼働率 ９４．０％ ９６．８％ ９３．０％ 

平均在院日数 １１．０日 １２．０日 １０．５日 

外来患者数 １５９，０００人 １６６，３６９人 １５７，９５０人 

外来診療単価 １２，７００円 １３，３４７円 １４，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)収益の確保  

国の医療制度改革や診療報酬改革等、ならびに地域住民の医療ニーズや患者

動向の的確な把握と迅速な対応による収益確保に努める。また、診療単価、病

床稼働率、平均在院日数など収益確保に向けた数値目標の設定と進捗管理に

より、目標達成に向け切れ目のない取り組みを行う。 

⇒ 地域の医療需要や疾患構成、患者入院経路の変化などの把握と分析に

より、計画期間中を通して高水準の病床稼働率を維持する。 

⇒ 施設基準の新規取得や診療報酬改定への迅速な対応による診療 単価

の向上を図る。 

⇒ 診療報酬の請求漏れ防止や査定減の極小化に努める。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

病床稼働率 ９３．０％ ９５．２％ 

入院診療単価（人・日） ７５，０００円 ６８，３３３円 

外来診療単価（人・日） １７，０００円 １５，８１７円 

 

活動指標 

新入院患者数（人） 

平均在院日数（日） 

DPC 期間Ⅱ内退院率（％） 

DPC 評価係数 

診療報酬査定減率（％） 

後発医薬品の数量割合（％） 
 

費用の節減                          

各種契約及び購入について、透明性・公平性の確保に十分留意しつつ、企業

的経営方式として、多彩な契約及び購入方法、価格交渉を強力に推進し、引き続

き費用の削減に努める。また、職員各人の経営への参画意識の向上を図り、継

続的にコスト削減に取り組む組織風土の醸成に努める。 

 

 令和元年 令和元年度 中期目標期間

(2)費用の適正化 

急性期病院としての役割を果たすために要するコストを適切にコントロール

するべく、診療材料や医薬品等の適切な調達・管理ならびに費用対効果の検討

に努めつつ、医業収支に占める各種費用比率など費用の適正化に向けた数値目

標を設定し、経営状況の分析を随時行う。 

⇒ 計画期間中のコスト増加は避けられない中、医業収益の伸びと整合性の

ある、適正水準の費用比率を堅持する。 
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指標 度目標値 実績値 中の累計の目

標値 

材料費対医業収支比率 ２０．７％ ２１．７％ ２１．０％ 

経費対医業収支比率 １６．７％ １４．３％ １５．０％ 

人件費対医業収支比率 ５８．４％ ５５．１％ ５８．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 従来の慣習にとらわれることなく、新たな視点、手法による物品調達費

や経費の適正化に努める。 

⇒ 新たな人的投資や設備投資については、費用対効果や長期財政計画へ

の影響などを検討のうえ実施する。 

目標指標 令和１０年度目標値 参考（令和５年度実績） 

給与費比率/対医業収

益 
５３．２％ ５３．７％ 

材料費比率/対医業収

益 
２７．２％ ２５．７％ 

経費率/対医業収益 １６．０％ １５．５％ 

 

活動指標 

地独法の業務運営に関して住民等の負担に帰さられるコスト（円） 
 

ボランティアとの協働によるサービスの向上         

コロナ禍においてはボランティア活動も制限されるが、ソーシャルディスタン

スも考慮しつつ、患者・家族・来院者に提供できる活動内容を各ボランティアと

協議・見直しを行い拡充に努めます。 

 

指 標 
令和元年度 

実績値 

令和６年度 

目標値 

ボランティア登録人数 ９２人 １００人 

 

住民意識の啓発活動 

この活動を通じて、小山市とも連携しつつ、地域住民の医療に対する関心の向

上、各種医療機関や救急システムとのかかわり方等に関する情報提供に努め

る。こうした活動により、円滑な医療提供の実現はもとより、地域住民各人が、

健康増進と、ＡＣＰを始めとした医療に対する向き合い方を考えられる風土づく

りに貢献する。 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項  

１ 地域社会への貢献 

(1)地域社会との協働の推進 

公的医療機関、地域医療支援病院として様々な情報発信媒体を活用し、各種

医療情報の提供を行うことによって地域住民の健康意識高揚の醸成に寄与す

るとともに、地域の住民ボランティアも活用し「人が集まる病院」を目指す。 

（ボランティアとの協働によるサービスの向上） 

・ 患者が安心して受診できるよう小山市近郊の住民が活躍できる院内ボラ

ンティアを募集し、積極的に活用する。 

  ・ ボランティアの温かい気持ち等を提供いただき、患者に寄り添った活動を

目指す。 

  ・ 活動を通して「奉仕することの喜び」、「患者からいただく活力」をボランテ

ィア自身が感じられる環境を整備する。 

（住民意識の啓発活動） 

  ・ 「健康都市おやま」を掲げる小山市との連携事業、出前講座、市民公開講

座を通じて、地域住民の健康増進と、ACP や救急をはじめとした医療への
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向き合い方を涵養させていく。 

  ・ 情報発信の効果の検証を行うことで、情報発信の精度を高めていく。 

活動指標 

ボランティア登録人数 

情報発信の効果検証回数 
 

(2)市政策への協力 

小山市の地域医療を守り育てる条例(平成２６年９月29日条例第 26号)｣

第６号に規定する法人の責務を踏まえ､今後も市施策や市事業に対し､積極的に

協力すること｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)市政策への協力 

小山市の地域医療を守り育てる条例（平成２６年９月２９日条例第２６号）第６

号に規定する法人の責務を踏まえ、今後も市施策や市事業に対し、積極的に協

力する。 

  ⇒ 小山市が実施する健康の保持増進のための施策に積極的に協力する。 

  ⇒ 小山市の地域医療を守り育てるための施策に積極的に協力する。 

 

活動指標 

おやま地域医療健康大学、命の授業等への講師派遣人数 

小山の地域医療を考える市民会議への参加回数 

地域完結型医療を育てる会「ポットラックカンファレンス」活動回数 
 

その他業務運営に関する重要事項を達成するために取るべき措置 

小山市地域医療推進基本計画の新小山市民病院に課せられた数多くの各種

施策の達成を目標に努力する。 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するために取るべき措置 

小山市地域医療推進基本計画の新小山市民病院に課せられた数多くの各種

施策の達成を目標に努力する。 

 

予算（令和３年度から令和６年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

収入 

 営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金 

   その他営業収益 

 

３７，４１５ 

３６，４２１ 

８７２ 

１２２ 

第７ 予算、収支計画及び資金計画                 

1 予算（令和７年度から令和１０年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

収入 

 営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金 

   その他営業収益 

 

４４，８７８ 

４３，１４６ 

１，４８８ 

２４４ 
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 営業外収益 

   運営費負担金 

   その他営業外収益 

 資本収入 

   運営費負担金 

   長期借入金 

   その他資本収入 

 その他の収入 

   計 

１，０６７ 

７５３ 

３１４ 

１，７５８ 

０ 

１，７５０ 

８ 

０ 

４０，２３９ 

支出 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

   一般管理費 

 営業外費用 

 資本支出 

   建設改良費 

   償還金 

   その他資本支出 

 その他の支出 

   計 

 

３５，５０２ 

３３，６９３ 

１９，１３３ 

８，７１０ 

５，８５０ 

１，８０９ 

２６９ 

３，２３６ 

１，７５０ 

１，３６８ 

１１７ 

０ 

３９，００７ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致

しないものがある。 

（注２） 期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していな

い。 

【人件費の見積】 

総額２０，９４３百万円を支出する。この額は、法人の役職員に係る報酬、基本 

給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。 

【運営費負担金の見積】 

 営業外収益 

   運営費負担金 

   その他営業外収益 

 資本収入 

   運営費負担金 

   長期借入金 

   その他資本収入 

 その他の収入 

   計 

１，４２１ 

１，１０６ 

３１５ 

３，２０８ 

０ 

３，２００ 

８ 

０ 

４９，５０７ 

支出 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

   一般管理費 

 営業外費用 

 資本支出 

   建設改良費 

   償還金 

   その他資本支出 

 その他の支出 

   計 

 

４２，６３４ 

４０，６２4 

２０，８４１ 

１２，６３０ 

７，１５２ 

２，０１１ 

３７７ 

６，０６９ 

３，６０７ 

２，３４２ 

１２０ 

０ 

４９，０８０ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計が一致

しないものがある。 

（注２） 期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していな

い。 

【人件費の見積】 

総額２２，８５２百万円を支出する。この額は、法人の役職員に係る報酬、基本

給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。 

【運営費負担金の見積】 
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運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金につい

て」（総務省自治財政局長通知）に準じ算定した額とする。 

なお、建設改良費及び償還金に充当される運営費負担金については、経常費

助成とする。 

運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金につい

て」（総務省自治財政局長通知）に準じ算定した額とする。 

なお、建設改良費及び償還金に充当される運営費負担金については、経常費助

成とする。 

収支計画（令和３年度から令和６年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

収入の部 

 営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金収益 

   補助金等収益 

   資産見返補助金戻入 

 営業外収益 

   運営費負担金収益 

   その他営業外収益 

 臨時収益 

３８，８９１ 

３７，８４７ 

３６，２６２ 

８７２ 

１２２ 

５９２ 

１，０４３ 

７５３ 

２９０ 

０ 

支出の部 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

     減価償却費 

   一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

３８，５４９ 

３７，１０２ 

３５，３０２ 

１９，３８３ 

７，９１９ 

５，４８１ 

２，５２０ 

１，８０１ 

１，４４７ 

０ 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

３４１ 

０ 

３４１ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致

しないものがある。 

２ 収支計画（令和７年度から令和１０年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

収入の部 

 営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金収益 

   補助金等収益 

   資産見返補助金戻入 

 営業外収益 

   運営費負担金収益 

   その他営業外収益 

 臨時収益 

４６，６５７ 

４５，２５９ 

４２，８８８ 

１，４８８ 

２４４ 

６３９ 

１，３９８ 

１，１０６ 

２９２ 

０ 

支出の部 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

     減価償却費 

   一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

４６，８３５ 

４４，３９０ 

４２，３５９ 

２０，８７２ 

１１，４８３ 

６，８０９ 

３，１９５ 

２，０３１ 

２，４４５ 

０ 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

▲１７７ 

０ 

▲１７７ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致

しないものがある。 
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資金計画（令和３年度から令和６年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

資金収入 

 業務活動による収入 

   診療業務による収入 

   運営費負担金による収入 

   補助金等による収入 

   その他の業務活動による収入 

 投資活動による収入 

   運営費負担金による収入 

 財務活動による収入 

   長期借入による収入 

   短期借入金による収入 

   その他の財務活動による収入 

令和２年度からの繰越金 

４５，７１２ 

３８，４８１ 

３６，４２１ 

１，６２４ 

１２２ 

３１４ 

０ 

０ 

４，８３０ 

１，７５０ 

３，０７３ 

８ 

２，４００ 

資金支出 

 業務活動による支出 

   給与費支出 

   材料費支出 

   その他の業務活動による支出 

 投資活動による支出 

   固定資産の取得による支出 

   その他の投資活動による支出 

 財務活動による支出 

   長期借入金等の返済による支出 

   短期借入金の返済による支出 

   その他の財務活動による支出 

４２，０７９ 

３５，７７１ 

２０，９４３ 

８，７１０ 

６，１１８ 

１，８６７ 

１，７５０ 

１１７ 

４，４４１ 

１，３６８ 

３，０７３ 

０ 

次期中期目標の期間への繰越金 ３，６３２ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致

しないものがある。 

（注２） 短期借入金による収入及び返済による支出は、栃木県公的医療機関等

3 資金計画（令和７年度から令和１０年度まで） 

（百万円） 

区分 金額 

資金収入 

 業務活動による収入 

   診療業務による収入 

   運営費負担金による収入 

   補助金等による収入 

   その他の業務活動による収入 

 投資活動による収入 

   運営費負担金による収入 

 財務活動による収入 

   長期借入による収入 

   短期借入金による収入 

   その他の財務活動による収入 

令和６年度からの繰越金 

５５，８３６ 

４６，２９９ 

４３，１４６ 

２，５９４ 

２４４ 

３１５ 

０ 

０ 

４，５６７ 

３，２００ 

１，３５９ 

８ 

４，９７０ 

資金支出 

 業務活動による支出 

   給与費支出 

   材料費支出 

   その他の業務活動による支出 

 投資活動による支出 

   固定資産の取得による支出 

   その他の投資活動による支出 

 財務活動による支出 

   長期借入金等の返済による支出 

   短期借入金の返済による支出 

   その他の財務活動による支出 

５０，４３９ 

４３，０１１ 

２２，８５２ 

１２，６３０ 

７，５２９ 

３，７２７ 

３，６０７ 

１２０ 

３，７０１ 

２，３４２ 

１，３５９ 

０ 

次期中期目標の期間への繰越金 ５，３９７ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致

しないものがある。 

（注２） 短期借入金による収入及び返済による支出は、栃木県公的医療機関等
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整備資金貸付金である。 整備資金貸付金である。 

短期借入金の限度額                     

１ 限度額 

  ２，０００百万円とする。 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

(1) 賞与支給による一時的な資金不足や予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給など偶発的な出費への対応 

(2) 栃木県公的医療機関等整備資金貸付金の借入 

第８ 短期借入金の限度額                     

１ 限度額 

  １，０００百万円とする。 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

(1) 賞与支給による一時的な資金不足や予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給など偶発的な出費への対応 

(2) 栃木県公的医療機関等整備資金貸付金の借入 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

無し                             

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

無し 

剰余金の使途                        

毎事業年度の決算において剰余が生じた場合は、病院施設・設備の整備・改

修、医療機器等の購入、長期借入金の償還、人材確保事業及び人材育成事業

等、将来の資金需要に対応するため預金等に充てる。 

第１０ 剰余金の使途                        

毎事業年度の決算において剰余が生じた場合は、病院施設・設備の整備・改

修、医療機器等の購入、長期借入金の償還、人材確保事業及び人材育成事業

等、将来の資金需要に対応するため預金等に充てる。 

料金に関する事項                        

１ 診療料等 

理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

(1) 健康保険法(大正１１年法律第７０号)第７６条第２項(同法第１４９条にお

いて準用する場合を含む)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７

年法律第８０号)第７１条第１項の規定に基づく方法により算定した額。 

(2) 健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項(これらの規定を同 

法第１４９条において準用する場合を含む)並びに高齢者の医療の確保に

関する法律第７４条第２項の規定に基づく基準により算定した額。 

 (3) (1)、(2)以外のものについては、別に理事長が定める額。 

２ 料金の減免 

理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減免

することができる。 

３ 料金の返還 

第１１ 料金に関する事項                        

１ 診療料等 

理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

(1) 健康保険法(大正１１年法律第７０号)第７６条第２項(同法第１４９条にお

いて準用する場合を含む)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７

年法律第８０号)第７１条第１項の規定に基づく方法により算定した額。 

(2) 健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項(これらの規定を同 

法第１４９条において準用する場合を含む)並びに高齢者の医療の確保に

関する法律第７４条第２項の規定に基づく基準により算定した額。 

(3) (1)、(2)以外のものについては、別に理事長が定める額。 

２ 料金の減免 

理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減免

することができる。 

３ 料金の返還 



資料３ 

- 28 - 

 

既に納めた料金については、返還しない。ただし、理事長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

既に納めた料金については、返還しない。ただし、理事長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

地方独立行政法人新小山市民病院の業務運営等に関する規則（平成２５年小山

市規則第８号）に定める事項            

１ 施設及び設備に関する計画（令和３年度から令和６年度まで） 

（百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 総額１，７５０ 小山市長期借入金等 

（注１） 金額については、見込みである。 

（注２） 各事業年度の小山市長期借入金等の具体的な内容については、各事業

年度の予算編成過程において決定される。 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

長期借入金償還債務(長期リース債務を含む)             （百万円） 

 中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

長期借入金償還債

務 １，３６８ ３，８８５ ５，２５３ 

３ 積立金の処分に関する計画 

  前期中期目標期間の繰越積立金は、施設の整備、医療機器の購入等に充て

る。 

第１２ 地方独立行政法人新小山市民病院の業務運営等に関する規則（平成２５

年小山市規則第８号）に定める事項            

１ 施設及び設備に関する計画（令和７年度から令和１０年度まで） 

（百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 総額３，６０７ 小山市長期借入金等 

（注１） 金額については、見込みである。 

（注２） 各事業年度の小山市長期借入金等の具体的な内容については、各事業

年度の予算編成過程において決定される。 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

長期借入金償還債務(長期リース債務を含む)      （百万円） 

 中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

長期借入金償還債

務 ２，３４２ ５，９１１ ８，２５３ 

３ 積立金の処分に関する計画 

  前期中期目標期間の繰越積立金は、施設の整備、医療機器の購入等に充て

る。 

 


